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都道府県におけるアレルギー疾患の医療提供体制の整備について 

 

 

「アレルギー疾患対策基本法」（平成 26年法律第 98号。以下「法」という。）

第 11条第１項に基づく「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」（平

成 29年厚生労働省告示第 76号。以下「基本指針」という。）においては、国民

がその居住する地域に関わらず、等しくそのアレルギーの状態に応じて適切な

アレルギー疾患医療を受けることができるよう、アレルギー疾患医療全体の質

の向上を進めることが謳われており、厚生労働省では、平成 29年４月より、「ア

レルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会」を開催し、アレルギー疾

患の医療提供体制について、必要な検討を進めてきたところである。 

今般、当該検討会において、報告書（「アレルギー疾患医療提供体制の在り方

について」）が取りまとめられたが、都道府県については、基本指針中、第５（２）

（「地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進」）にて、「地方公共団体は、

地域の実情を把握し、医療関係者、アレルギー疾患を有する者その他の関係者

の意見を参考に、地域のアレルギー疾患対策の施策を策定し、及び実施するよ

う努める」等とされているところであり、各都道府県において、アレルギー疾

患の医療提供体制の整備を図る上では、当該報告書、特に、都道府県に関する

留意事項等をまとめた下記の点を踏まえ、必要な施策の策定、及び実施等に努

めていただくようお願いする。 

なお、「医療提供体制の確保に関する基本方針」（平成 19年厚生労働省告示第

70 号）において、医療計画（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の４第

１項に規定する医療計画をいう。）の策定に当たっては、基本指針等に配慮して

定めるよう努めなければならないとされていることにも留意されたい。 

また、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の４第１項に

規定する技術的助言であることを申し添える。 
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１. アレルギー疾患医療提供体制の整備に関する考え方 

アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域に関わらず、等しくその

アレルギーの状態に応じて適切なアレルギー疾患医療を受けることができる

よう、都道府県においては、アレルギー疾患医療提供体制の整備を通じ、ア

レルギー疾患医療全体の質の向上を進めることが必要である。 

このため、都道府県は、各都道府県でアレルギー疾患医療の拠点となる「都

道府県アレルギー疾患医療拠点病院（以下「都道府県拠点病院」という。）」

を選定し、当該病院と日々のアレルギー疾患医療を行っている診療所や一般

病院との間のアレルギー疾患の診療連携体制の整備を行い、都道府県拠点病

院の活動実績等を定期的に評価し、適宜、選定の見直しを行うことが求めら

れる。 

また、都道府県は、「都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会（以下「都道

府県連絡協議会」という。）」を設置し、都道府県における診療連携体制の在

り方の検討や情報提供、人材育成等の施策を企画、立案し、都道府県拠点病

院を中心に実施を図ることが求められる。さらに、都道府県におけるアレル

ギー疾患対策全般の施策を検討、策定するに際し、都道府県連絡協議会を活

用することも望ましい。 

都道府県拠点病院は、アレルギー疾患医療の全国的な拠点である「中心拠

点病院（国立研究開発法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立病

院機構相模原病院）」が全国の都道府県拠点病院を対象に定期的に開催する

「全国拠点病院連絡会議」において、中心拠点病院や他の都道府県拠点病院

と、アレルギー疾患対策の進捗や施策の共有を行う。 

また、都道府県は、「中心拠点病院」が実施する都道府県拠点病院の医療従

事者を対象とする人材育成プログラムに、都道府県拠点病院の医療従事者を

積極的に派遣することが求められる。 

 

２. 都道府県アレルギー疾患医療拠点病院の役割 

各都道府県でアレルギー疾患医療の拠点となる医療機関である都道府県拠

点病院は、都道府県連絡協議会で検討されるアレルギー疾患対策に基づき、

以下の役割を担うことが求められる。 

 

１） 診療 

診断が困難な症例や標準的治療では病態が安定化しない重症及び難治性

アレルギー疾患患者に対し、関係する複数の診療科が連携し、診断、治療、

管理を行う。 
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２） 情報提供 

アレルギー疾患の重症化の予防には、平時からの自己管理が重要である

ため、患者やその家族、地域住民に対するアレルギー疾患に関する適切な

情報の提供に取り組む。また、都道府県連絡協議会が企画する、患者やそ

の家族に対する定期的な講習会や地域住民に対する啓発活動等に主体的に

取り組む。 

３） 人材育成 

都道府県連絡協議会での検討を元に、都道府県でアレルギー疾患医療に

携わる医療従事者の知識や技能の向上に資する研修のみならず、保健師、

栄養士や学校、児童福祉施設等の教職員等に対する講習の実施に、積極的

に関与する。 

４） 研究 

学校現場でのアレルギー疾患対策の状況やアレルギー疾患の地域的特性

等、都道府県におけるアレルギー疾患の実情を継続的に把握するための調

査・分析を行い、都道府県によるアレルギー疾患対策の推進を支援する。

また、国が長期的かつ戦略的に推進する全国的な疫学研究、臨床研究等に

協力する。 

５） 学校、児童福祉施設等におけるアレルギー疾患対応への助言、支援 

都道府県の各地域における学校や児童福祉施設等が抱えるアレルギー疾

患に関する諸問題に対して、市区町村の教育委員会や市区町村の関係部局

に対し、医学的見地からの助言、支援を行う。 

 

３. 都道府県アレルギー疾患医療拠点病院の選定 

１） 都道府県アレルギー疾患医療拠点病院の選定主体について 

都道府県は、人口分布、交通の利便性等地域の実情を総合的に考慮し、

都道府県の中でアレルギー疾患の診療ネットワークの中心的な役割を果た

している、または将来果たすことが期待される医療機関を都道府県拠点病

院として選定する。 

また、都道府県は、都道府県拠点病院の活動実績等を定期的に評価し、

必要に応じ、都道府県拠点病院の見直しを行う。 

なお、国は、都道府県が都道府県拠点病院を評価する際の参考となるよ

う、評価のための様式例を作成する等、都道府県に対し必要な支援を行う。 

２） 都道府県アレルギー疾患医療拠点病院の選定要件について 

都道府県拠点病院は、各都道府県につき、原則１～２箇所程度選定され

るものとする。 

都道府県拠点病院には、アレルギー疾患の診療経験が豊富な内科、小児

科、皮膚科、眼科、耳鼻いんこう科領域の専門的な知識と技能を有する医
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師が常勤していることが求められる。 

選定を検討する医療機関に、このような医師が常勤しない診療科がある

場合、当該診療科の専門的な知識と技能を有する医師が常勤している他の

医療機関の診療科を合わせて選定することで、都道府県拠点病院としての

選定基準を満たすものとする。また、各診療科の医師においては、一般社

団法人日本アレルギー学会のアレルギー専門医資格を有する医師であるこ

とが望ましい。  

加えて、都道府県拠点病院には、アレルギー疾患に関する専門的な知識

と技能を有する薬剤師、看護師、管理栄養士等が配置されていることが望

ましい。 

また、都道府県拠点病院は、小児から高齢者までの診療を担える医療機

関であることが基本であるが、都道府県における小児アレルギー疾患医療

の中心的な役割を担っている小児専門医療機関が存在する場合、当該機関

も都道府県拠点病院として選定されることが考えられる。 

 

４. 都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会の設置 

１） 都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会の役割 

都道府県は、アレルギー疾患対策を推進するため、都道府県連絡協議会

を設置する。都道府県連絡協議会は、都道府県拠点病院で実施する調査、

分析を参考に、地域におけるアレルギー疾患の実情を継続的に把握し、都

道府県拠点病院を中心とした診療連携体制、情報提供、人材育成等の施策

の企画、立案や実施等、地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進を

図る。すでに都道府県において同様の組織がある場合には、これを活用し

て差し支えない。 

また、都道府県連絡協議会の開催に係る経費については、リウマチ・ア

レルギー特別対策事業において補助対象としているので、積極的な活用を

お願いする。（リウマチ・アレルギー特別対策事業とは、地域における喘息

死の減少並びにリウマチ及びアレルギー系疾患の新規患者数の減少を図る

ため、病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施、患者カード

の配布の促進ならびに患者の自己管理等正しい知識の普及啓発事業の実施、

喘息死並びにリウマチ及びアレルギー系疾患診療担当医師（医療機関）名

簿や医療連携事例集の作成等による医療情報の提供、地域の喘息患者並び

にリウマチ及びアレルギー系疾患患者の実態把握を目的とした分析調査の

実施、エピペン講習等、リウマチ又はアレルギー疾患に関する事業の実施

又は事業への参画、関係機関等との連携体制の構築（都道府県連絡協議会

の設置及びその運営等）、事業実施の評価など、各種事業に要する経費に対

する補助。） 
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２） 都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会の構成 

都道府県連絡協議会の構成員としては、例えば、都道府県や都道府県拠

点病院、アレルギー疾患の日常的な診療を行う医療機関、アレルギー疾患

に関する専門的な知識を有する医療従事者、医師会、市区町村、教育関係

者、アレルギー疾患医療を受ける立場にある患者や住民その他の関係者が

想定される。 

 

 

以上 
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